
年金グループ

１ 公的年金制度のしくみ
２ 組合員の資格取得・喪失等に伴う年金関係の
事務手続

３ 年金の種類と請求手続
４ 年金の見込額、年金支給日
５ 「３歳未満養育特例」の事務手続



１ 公的年金制度のしくみ

（地方公務員共済組合連合会HPより）



国民年金加入の区分

制度 被保険者 保険料 国庫負担

国
民
年
金

第１号被保険者 日本国内に住所を有する20歳
以上60歳未満の自営業者等

月額16,410円
（平成31年度）

基礎年金の給付
に係る費用の２
分の１
（平成21年法改
正）

第２号被保険者 共済組合、厚生年金
保険等の被保険者

共済組合、厚生年金
等からの拠出

第３号被保険者

第２号被保険者の
被扶養配偶者で20歳以上60歳
未満の者

第２号被保険者の
加入する年金制度
から拠出

【



（１）新採用者・転入者

（２）退職者・転出者

（３）再任用者等

２ 組合員の資格取得・喪失等
に伴う年金関係の事務手続



年度末・年度始めの採用・退職
等への対応

・事務手続については１月~３月に通知

・年度末・年度始め以外に生じた場合は、これに準じ
て処理

参考

● 平成31年１月９日付「平成30年度末退職予定者に係る諸手続について(通知)」

（資料２）

● 平成31年３月８日付「組合員資格の取得・喪失等に係る事務手続について(依頼)」

（別表１、２、Ｐ31～41）

※ このほか、再任用(フルタイム)継続有無の調査、年度末退職予定者に係る退職届の
提出依頼【いずれも該当所属のみ】 などを配布



異動等に伴う手続の意味

（1）新採用者・転入者 過去の年金加入歴を

まとめて管理する。

他の年金実施期間に加

入する転出の場合は、加

入記録を転出先へ送付、

退職の場合は、年金支給

か待機者登録

（2）退職者・転出者

年金支給を停止するか

否か、加入歴が増えるか

否か等に影響

（3）再任用等



（１） 年金制度加入歴の報告
（採用・転入時必須）

市
町
村
費
負
担
職
員
（政
令
市
を
含
む
）は
記
入
不
要
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年 月 日 年 月 日

年 月 日 年 月 日

年 月 日 年 月 日

年 月 日 年 月 日

年 月 日 年 月 日

年 月 日 年 月 日

年 月 日 年 月 日

年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日

　　公立学校共済組合神奈川支部長　殿

住所
平成　　　年　　　月　　　日 組合員

職名 氏名 ㊞

※基礎年金番号は、年金記録情報を管理する重要な番号ですので正確にご記入ください。

＊注１～注５については、次ページの〔記入上の注意〕をご覧ください。＊複数枚にわたる場合はコピーしてご使用ください。（組合員の印は、1枚目のみ押印してください。）

適用開始年月日 適用終了年月日

　私の公的年金制度加入期間等について、上記のとおり報告します

離婚時みなし組合員期間
注５

適用開始年月日 適用終了年月日

被扶養配偶者みなし組合員期間
注５

私学
共済

そ
の
他

一般

国家
公務
員
共済

公立
学校
共済

地方
職員
共済

市町
村

職員
共済

警察
共済

職　歴　等　注２ 公的年金制度（該当欄に○印を付してください）注３

就職（加入）年月日　 退職（脱退）年月日　 注４ 勤務先等 備考
国民
年金

厚生年金
未
加
入

そ
の
他

生年月日
　　　年　　　月　　　日　（　　　　歳）

必須※
―

昭和・平成
基礎年金番号

組合員証番号　注１

　　　　　　公　的　年　金　制　度　加　入　期　間　等　報　告　書

フリガナ

所属所名

資格取得年月日

組合員氏名 平成　　　年　　　月　　　日
(旧姓　　　　　　)

昭和

平成

昭和

平成 平成
平成

昭和
平成

昭和

平成

昭和

平成

昭和

平成

昭和

平成

昭和

平成

昭和

平成

昭和

平成

昭和

平成

昭和

平成

昭和

平成

昭和

平成

昭和

平成

昭和

平成



（１） 転 入 時 に 必 須
Q．転入時とは？

A. 他の公務員共済組合の

組合員が当支部の組合員

となった場合

※ 組合員資格が引き続いて

いる・いないは不問。

※ 市町村費負担職員（政令市

を含む）の組合員証番号は

記入不要。

※ 退職、老齢または障害に係る

年金が決定されている方は、

「年金受給権者再就職届書」を

提出。

組合員転入届書

年金グループ



（２） 転 出 時 に 必 須

Q．転出時とは？

A. 当支部の組合員が引き

続き他の公務員共済組合

の組合員となった場合

※これ以外の場合は「退職届
書」 を提出

組合員転出届書

年金グループ



（２） 退職時の手続

退職届書を提出
（年度末退職は当支部から用紙を送付、年度途中の退職
の場合は要連絡）

↓

「年金待機者登録通知書」を本人へ送付
年 金 支 給 時 期 が 近 づ い た ら 請 求 手 続 案 内 を 送 付

↓

年金支給開始年齢到達時に本人が請求手続

※ 年 金 支 給 開 始 年 齢 到 達 後 に 転 出 ま た は
退 職 す る 場 合 は 別 の 手 続 を 行 う 。



支給開始年齢

年金の名称

生年月日

特別支給の

老齢厚生年金

本来支給の

老齢厚生年金

Ｓ２４．４．２～

Ｓ２８．４．１ ６０歳 ６５歳
Ｓ２８．４．２～

Ｓ３０．４．１ ６１歳 〃
Ｓ３０．４．２～

Ｓ３２．４．１ ６２歳 〃
Ｓ３２．４．２～

Ｓ３４．４．１ ６３歳 〃
Ｓ３４．４．２～

Ｓ３６．４．１ ６４歳 〃

Ｓ３６．４．２以後 ６５歳

（参考）令和元年度末の60歳定年退職者は網掛け部分に該当します。





60歳定年退職後に

・ 再任用（フルタイム）

・ 再任用（短時間）(週29時間等)

（３） 再 任 用 等

再任用（フルタイム）→ 再任用（短時間）

再任用（短時間）→ 再任用（フルタイム）

→別紙参照

(平成31年３月８日付け「組合員資格・喪失等に係
る事務手続について(依頼）」Ｐ32）


